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新見市役所本庁舎宿直業務に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

１　目　的 

　本実施要項は、新見市役所本庁舎宿直業務の実施にあたり、業務を委託する事業者

をプロポーザル方式により選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２　業務概要 

（１）　業務の名称 

　　　　新見市役所本庁舎宿直業務 

（２）　内容 

　　　　別添「新見市役所本庁舎宿直業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとお

り 

（３）　期間 

　　　　令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで 

　　　　（地方自治法第２３４条の３及び新見市長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例第２条第２号の規定に基づく長期継続契約を予定している。） 

（４）　委託上限額 

（令和８年度分（令和８年１０月１日から令和９年３月３１日まで）） 

　　　　９，１９８，４９５円（消費税及び地方消費税等を含む）を上限とする。 

 

３　選定方法 

　　公募型プロポーザル方式 

 

４　参加資格 

参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

（１）　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項の規定に該当しない者であること。 

（２）　会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基

づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第

１９条第１項若しくは第２項の規定に基づく破産手続きの申立て、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続き

の申立てがなされた者でないこと。 

（３）　指名停止の措置を市から受けていない者又は受けることが明らかでない者。 

（４）　法人等の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役その他これらに準ずる者

を含む。）が、新見市暴力団排除条例（平成２３年新見市条例第３２号）第２条

第３号に該当する者でないこと、または同条第 1 号に規定する暴力団又は暴力団

員等の統制下にある者及び社会的に非難されるべき関係を有している者でないこ

と。 
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５　実施スケジュール 

（１）　提案募集開始 

令和８年３月２５日（水） 

（２）　参加表明書等（下記７（１）に掲げる書類）受付期間 

　　　　令和８年４月３０日（木）午後４時まで 

（３）　提案書等（下記７（２）に掲げる書類）提出期限 

　　令和８年５月１８日（月） 

（４）　プロポーザルの実施 

　　　　令和８年６月１日（月） 

 

６　質問及び回答 

　　本プロポーザルに関する質問は、次の方法で受け付け、回答する。 

（１）　質問方法 

　　ア　電子メールにより質問書を提出すること。 

　　イ　質問はまとめて提出すること。 

（２）　受付期間 

　　　　令和８年４月２１日（火）午後４時まで 

（３）　回答方法 

　　ア　すべての質問について、すべての参加者に電子メールで回答する。 

　　イ　質問の回答は、原則３日以内に行う。 

 

７　提出書類 

（１）　参加表明の意思を明らかにするため、次の書類を提出すること。 

　　ア　プロポーザル参加表明書（様式１） 

（２）　企画提案内容を明らかにするため、次の書類を提出すること。 

　　ア　企画提案書（様式２） 

　　イ　企画提案内容（任意様式） 

　　ウ　企業概要（様式３） 

　　エ　業務実績表（様式４） 

　　オ　業務体制表（様式５） 

　　カ　見積書及び見積内訳書（任意様式） 

 

８　提出方法、提出期限及び提出部数 

　（１）　上記７（１） 

　　　　提出方法　電子メール 

　　　　提出期限　令和８年４月３０日（木） 

　（２）　上記７（２） 

　　　　提出方法　持参又は郵送 

　　　　提出期限　令和８年５月１８日（月）必着 

　　　　提出部数　正本１部　副本１部 



3 

 

９　プロポーザル 

　（１）　日時 

　　　　令和８年６月１日（月） 

　（２）　場所 

　　　　新見市役所本庁舎３階第１委員会室 

　（３）　プレゼンテーション 

　　ア　企画提案書の説明（準備を含み１５分以内） 

　　イ　審査委員による質疑（１５分程度） 

　　ウ　出席者は各事業者とも３名以内とすること。 

　（４）　その他 

　　　　プレゼンテーションは企画提案書に基づき行うものとする。パワーポイント等の

電子機器を用いて行う場合、モニタ等は市で用意し、パソコンは提案者が持参する

こと。 

 

１０　審査 

　（１）　選定方法 

　　　　各事業者の提案を受け、新見市役所本庁舎宿直業務に係る公募型プロポーザル審

査委員会（以下「審査委員会」という。）において審査を行い、受託候補者を選定

する。なお、各項目の配点は次のとおりとする。 

　（２）　選定結果 

　　　　結果については、プレゼンテーション終了後１０日（休日を除く）以内に各事業

者に書面で通知する。 

 

１１　その他 

　（１）　このプロポーザルに係る経費は、すべて参加者の負担とする。 

　（２）　審査委員会は非公表とし、会議内容及び評価内容については公表しない。 

　（３）　辞退する場合は、必ず辞退届を提出するものとする。 

 

１２　提出先及び問い合わせ先 

 項目 評価内容 配点
 １　業務の実施内容 仕様書の内容を満たしているか ３０点
 ２　業務の実施体制 業務の遂行に必要な体制が確保さ

れているか

３０点

 ３　他団体における実績など、業

務実施の適正

履行実績から、提案内容の実現性

が高いか

１０点

 ４　見積金額 本業務に要する経費が上限金額の

範囲内で適切に見積もられている

か

２０点

 ５　その他、業務実施にあたり有

効な提案

提案者のノウハウを活かした有用

な提案がされているか

１０点
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　　　〒７１８－８５０１ 

　　　岡山県新見市新見３１０番地３ 

　　　新見市役所総務課総務係　担当　守脇 

　　　電話番号：０８６７－７２－６２０４ 

　　　メール：soumu@city.niimi.lg.jp


